
 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 1 事業名 遺跡調査事業(震災復興支援) 

事業番号 A-4-1 事業実施主体 岩手県 

交付期間 H24～H27 総交付対象事業費 58,281（千円） 

事業概要 

 復興交付金基幹事業に伴う開発事業に係る分布調査、試掘調査を実施する。 

 

 ①道路事業（市街地相互の接続道路等） 

 ②農政関係事業（農地区画整理事業、中山間地域総合整備事業等） 

 ③公営復興住宅 

 

 ※本来市町村が実施することとされている試掘・本調査についても、事業量の増大により市町

村のみでは対応が困難であることから、調査と復興のスピードが停滞することがないよう県が

支援を行うものである。 

 

【岩手県東日本大震災復興計画 復興実施計画 p.30】 

 ・県内遺跡調査事業 

  震災・津波からの早期の復興を図るための開発事業に係る埋蔵文化財調査を先行的に実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災及び津波によって被災した市町村をつなぐ道路、まちづくりなどインフラ整備に

先だって発生するものである。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

・区画整理事業                ・公立学校等新増築事業 

・災害公営住宅建設事業            ・市街地再開発事業 

・道路事業                  ・保育園等新増築事業 

・下水道事業                 ・病院等建設事業 

・集団移転事業                 など、土地の改変と伴う事業が対象 

・農業基盤整備事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 



（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 2 事業名 中山間地域総合整備事業（復興基盤総合整備事業） 

事業番号 C-1-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 600,000（千円） 

事業概要 

農業生産基盤整備（区画整理 A=30.7ha） 

 

 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p41】 

・中山間地域総合整備事業 

  県営事業実施中に被災した農地・農業施設の復旧を実施するとともに、生産性の高い圃場等

を整備 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

 事業実施地区は、津波により 21.3ha の農地が浸水したほか、80cm の地盤沈下が生じており、営

農再開に向けた生産基盤の整備が必要。 

 

 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

関連災害復旧事業なし。 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 3 事業名 農用地災害復旧関連区画整理事業（復興基盤総合整備事業） 

事業番号 C-1-2 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 4,245,000（千円） 

事業概要 

農業生産基盤整備（区画整理 A=103ha） 

 農業生活環境施設整備（集落道整備 L=550ｍ） 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p40】 

・農用地災害復旧関連区画整理事業 

  生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場等を整備 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

 今回の災害は、農地や農業機械、設備はもとより、農業者の生活基盤をも奪い去った。これま

でも農業従事者の高齢化や後継者不足の進行等により、低利用農地や耕作放棄地の漸増していた

ものが、一気に加速化されるのではないかと懸念されるところである。 

  

 一方、市の復興に向けて必要となる住宅移転や公共事業、産業振興などの用地確保のため、各

地で農地転用が見込まれる中、基幹産業の一つである農業を復興していくためには、優良農地の

確保も喫緊の課題である。 

 

 地域農業の早期再生・振興を図るためには、単なる原形復旧に止まらず、生産性・収益性の高

い農業の実現を可能とする農地の整備と、地域農業を支える担い手の育成が急務であり、被災し

た農地を既存の認定農業者が更に規模拡大できるよう、又、震災を機に新たに集落営農に取り組

もうと機運が高まっているこの機を逃さずに、整備する必要がある。 

 

事業実施地区は、津波により全エリア約 103ha の農地が被災していることから、ほ場整備によ

り水田の大区画化、汎用化を図り、さらに担い手への農地利用集積を推進し、生産性・収益性を

向上させることにより、地域農業の復興と地域の活性化をけん引していきたい。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

関連災害復旧事業なし。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 4 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(主)大船渡広田陸前高田線 小友 

事業番号 D-1-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 2,600,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた広田地区と米崎地区の市街地相互を結ぶ幹線道

路となる（主）大船渡広田陸前高田線（小友）の道路整備を行う。 

（主）大船渡広田陸前高田線（小友）は、広田半島の広田地区と内陸側の米崎地区を連絡する

主要道路であるとともに、広田漁港をはじめとする水産業の物流路線としての機能を有する。 

今回の津波により小友地区が浸水し、広田地区が孤立したため、多重防災型のまちづくりと一

体となった災害に強い延長 0.9 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度より用地取得に着手し、

平成 30 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた広田地区と米崎地区を結ぶ道路整備を実施することによ

り、防災拠点へのアクセス改善を図り、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークを構築する。 

 

 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 5 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(国)340 号 （仮）今泉大橋 

事業番号 D-1-2 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 4,000,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた高田地区と気仙地区の市街地相互を結ぶ幹線道

路となる（国）340 号（（仮）今泉大橋）の道路整備を行う。 

（国）340 号（（仮）今泉大橋）は、陸前高田市の中心である高田地区と気仙川を渡河し今泉地

区を連絡する主要幹線道路であり、当市の復興、発展を支えるうえで必要不可欠な道路である。 

今回の津波により、高田地区、今泉地区ともに壊滅的な被害を受けたことから、多重防災型の

まちづくりと一体となった災害に強い延長 2.5 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度より用地取得に着手し、

平成 30 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた今泉地区と高田地区を結ぶ道路整備を実施することによ

り、防災拠点へのアクセス改善を図り、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークを構築する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 6 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(国)340 号 大石沖 

事業番号 D-1-3 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 25 年度 総交付対象事業費 300,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた竹駒地区と高田地区の市街地相互を結ぶ幹線道

路となる（国）340 号（大石沖）の道路整備を行う。 

（国）340 号（大石沖）は、竹駒地区と陸前高田市の中心である高田地区を連絡する主要幹線道

路であり、両地区の連携、交流を支えるうえで重要な道路である。 

今回の津波により、竹駒地区、高田地区ともに壊滅的な被害を受けたことから、多重防災型の

まちづくりと一体となった災害に強い延長 0.3 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度の完了に向けて関係機

関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた大石沖地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一

体となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 7 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(主)大船渡広田陸前高田線 広田 

事業番号 D-1-4 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 500,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた広田地区の市街地内の幹線道路となる（主）大

船渡広田陸前高田線（広田町）の道路整備を行う。 

（主）大船渡広田陸前高田線（広田町）は、広田半島の中心部を通過する主要道路であり、沿

線には小学校、中学校などの主要施設が立地し、日常生活に欠かせない道路である。 

今回の津波により、多数の家屋等が流失するなどの被害が生じたことから、多重防災型のまち

づくりと一体となった災害に強い延長 1.2 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度より用地取得に着手し、

平成 27 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた広田地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一体

となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 8 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(主)大船渡広田陸前高田線 久保 

事業番号 D-1-5 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 400,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた久保～泊地区の市街地内の幹線道路となる（主）

大船渡広田陸前高田線（久保～泊）の道路整備を行う。 

（主）大船渡広田陸前高田線（久保～泊）は、広田半島の先端に位置する主要道路であり、広

田漁港をはじめとする水産業の物流を支える道路である。 

今回の津波により、多数の家屋等が流失するなどの被害が生じたことから、多重防災型のまち

づくりと一体となった災害に強い延長 0.9 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度より用地取得に着手し、

平成 27 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた久保～泊地区において、陸前高田市の復興まちづくりと

一体となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 9 事業名 まちづくり連携道路整備事業 

(一)長部漁港線 長部 

事業番号 D-1-6 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 26 年度 総交付対象事業費 200,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた長部地区の市街地内の幹線道路となる（一）長

部漁港線（長部）の道路整備を行う。 

（一）長部漁港線（長部）は、長部漁港を中心とする市街地と国道 45 号を結ぶ主要道路である

とともに、長部漁港の水産加工団地からの物流を担う重要な道路である。 

今回の津波により、多数の家屋等が流失するなどの被害が生じたことから、多重防災型のまち

づくりと一体となった災害に強い延長 0.6 ㎞の２車線道路を整備するものである。 

現状は、平成 24 年度に道路設計を完了する見込みであり、平成 25 年度より用地取得に着手し、

平成 26 年度の完了に向けて関係機関と調整し整備を進める予定である。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】P16 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた長部地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一体

となった道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 10 事業名 災害復興公営住宅等整備事業 

高田 

事業番号 D-4-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 23 年度～平成 25 年度 総交付対象事業費 4,354,300（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

 当該事業は、平成 23 年 10 月５日に策定した「岩手県住宅復興の基本方針」に基づき、災害復

興公営住宅等の整備を行い、被災者の生活再建を支援するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 11 事業名 災害復興公営住宅等整備事業 

小友 

事業番号 D-4-2 事業実施主体 県 

交付期間 平成 23 年度～平成 25 年度 総交付対象事業費 2,262,700（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

 当該事業は、平成 23 年 10 月５日に策定した「岩手県住宅復興の基本方針」に基づき、災害復

興公営住宅等の整備を行い、被災者の生活再建を支援するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 12 事業名 災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業 

 

事業番号 D-4-3 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 25 年度 総交付対象事業費 150,000（千円） 

事業概要 

住宅を滅失した被災者を入居対象とする災害復興型地域優良賃貸住宅を整備する民間事業者等

に対し、建設費等の一部を補助し、建設支援を行うことにより、優良な賃貸住宅の供給を促進し、

被災者の生活再建を支援するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、民間事業者が災害復興

型地域優良賃貸住宅を建設する場合の支援を行う。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 13 事業名 災害復興公営住宅家賃低廉化事業 

 

事業番号 D-5-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 938,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

当該事業は、被災者に対して低廉な家賃で災害復興公営住宅の供給を行うものであり、入居者

の経済的な負担を緩和することにより、生活再建の支援を図るものである。 

  

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 14 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 

 

事業番号 D-6-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 27 年度 総交付対象事業費 168,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

当該事業は、災害復興公営住宅の家賃の低減を行う事業であり、入居者の経済的な負担を緩和

することにより、生活再建の支援を図るものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 15 事業名 まちづくり連携道路調査事業（道路） 

 

事業番号 ◆D-1-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度 総交付対象事業費 15,000（千円） 

事業概要 

陸前高田市の復興まちづくりと一体となった道路整備を実施するためには、市の復興計画と道

路計画との調整を継続的に実施することが不可欠である。 

本事業は、基幹事業と復興計画との調整を図るとともに、事業実施事前調査設計等を行い、円

滑な事業執行を図るために実施するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業） 

 道路機能の向上を図るため、津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一

体となった整備を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一体とな

った道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-1-1～6 

事業名 まちづくり連携道路整備事業 

直接交付先 県 

基幹事業との関連性 

・陸前高田市復興計画と道路（国道、県道）計画の調整を行い、円滑な事業執行を図るために調

査設計を行うもの。 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 16 事業名 復興関連道路調査事業（改築） 

 

事業番号 ◆D-1-2 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度 総交付対象事業費 15,000（千円） 

事業概要 

陸前高田市の復興まちづくりと一体となった道路整備を実施するためには、市の復興計画と道

路計画との調整を継続的に実施することが不可欠である。 

本事業は、基幹事業と復興計画との調整を図るとともに、事業実施事前調査設計等を行い、円

滑な事業執行を図るために実施するものである。 

 

【【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・三陸復興道路整備事業（復興関連道路整備事業（改築）） 

 復興関連道路として、防災拠点（役場、消防等）や医療拠点（二次・三次救急医療施設）へア

クセスする道路及び水産業の復興を支援する道路について、交通支障箇所等の改築等を実施 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一体とな

った道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-1 

事業名 復興関連道路整備事業（改築） 

直接交付先 県 

基幹事業との関連性 

・陸前高田市復興計画と道路（国道、県道）計画の調整を行い、円滑な事業執行を図るために調

査設計を行うもの。 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 17 事業名 防災型シンボルロード調査事業 

 

事業番号 ◆D-1-2 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度 総交付対象事業費 44,000（千円） 

事業概要 

陸前高田市の復興まちづくりと一体となった道路整備を実施するためには、市の復興計画と道

路計画との調整を継続的に実施することが不可欠である。 

本事業は、基幹事業と復興計画との調整を図るとともに、事業実施事前調査設計、都市計画事業

認可資料の作成等を行い、円滑な事業執行を図るために実施するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・多重防災型まちづくり推進事業（防災型シンボルロード整備事業） 

 災害時には避難路や避難場所としての機能を有し、火災等の延焼の防止や、ライフラインの地

下への収納等復興まちづくりのシンボルとなる災害に強い街路を整備 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により被害を受けた地区において、陸前高田市の復興まちづくりと一体とな

った道路整備を行うことにより、安全で安心な防災都市・地域づくりを推進する。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-1 

事業名 防災型シンボルロード整備事業 

直接交付先 県 

基幹事業との関連性 

・陸前高田市復興計画と道路（国道、県道）計画の調整を行い、円滑な事業執行を図るために調

査設計を行うもの。 

 

 

 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 18 事業名 災害復興公営住宅駐車場整備事業 

 

事業番号 ◆D-4-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度～平成 26 年度 総交付対象事業費 140,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

当該事業は、災害復興公営住宅等の建設に伴い、駐車場を整備することにより、団地内の居住

性・利便性の向上を図り、被災者の生活再建を支援するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るための災害復興公営住宅の建

設に伴い、駐車場を整備する 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-4-1 

事業名 災害復興公営住宅等整備事業 

直接交付先 県 

基幹事業との関連性 

・災害復興公営住宅の建設に伴って駐車場の整備を行い、団地内の居住性・利便性の向上を図る。 

 



 

（様式１－３②） 

陸前高田市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（岩手県交付分）個票 

平成 24 年 3 月時点 

※本様式は１－２②に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 19 事業名 県営住宅システム改修事業 

 

事業番号 ◆D-4-1 事業実施主体 県 

交付期間 平成 24 年度 総交付対象事業費 1,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた陸前高田市沿岸部において、住宅を失った被災者

の居住の安定を図るため、恒久的な住宅の供給を推進する必要がある。 

当該事業は、災害復興公営住宅の整備に伴い、入居要件の特例にかかるシステム改修を行い、

適正な入居者管理等を行うことにより、被災者の生活再建を支援するものである。 

 

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画】 

・災害復興公営住宅等整備事業 

 東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住

宅を供給 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

東日本大震災の被害との関係 

・東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るための災害復興公営住宅の建

設に伴い、既存県営住宅システムの改修を行う。 

関連する災害復旧事業の概要 

・なし。 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-4-1 

事業名 災害復興公営住宅等整備事業 

直接交付先 県 

基幹事業との関連性 

・災害復興公営住宅の整備に伴う入居要件の特例にかかるシステム改修を実施する。 
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